
様式第 1-2号（第６条関係） 

 

益子町若年層等 UIJターン支援金事業に関する誓約書 

 

益子町若年層等 UIJターン支援金交付要綱（以下「本要綱」という。）第５条の規定に基

づき、次のとおり誓約します。 

 

１ 転勤や出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入ではありません。  

２ 転入日から５年以上益子町に定住します。  

３ 支援金の交付を受けて取得した車両を１年以上維持、使用します。  

４ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではありません。  

５ 上記の事項に違反があったとき又は申請に事実と相違することがあったときは、益子町

から受けた支援金を直ちに返還します。（本要綱第１１条第１項） 

 

       年   月   日 

 

 益子町長 宛て 

 

申請者  住  所                          

氏  名               ㊞  

（氏名は自署してください。） 

 


